
第2条第１項一号 第2条第１項二号

５１ 2-クロロエチル-N-イソプロピル-N-メチルアミン塩酸塩 2-3-12-13
５２ 2-クロロエチル-N-イソプロピル-N-エチルアミン ― ― ヲ ＞1０％ 2-3-12-14
５３ 2-クロロエチル-N-イソプロピル-N-エチルアミン塩酸塩 2-3-12-15

５４
N･N-ジアルキルアミノエタン-2-オール(アルキル基の炭素数が
3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

※ 2-3-13-1

５５ 2-エチル=メチルアミノエタノール 2-3-13-2
５６ 2-ジプロピルアミノエタノール 2-3-13-3
５７ 2-ジプロピルアミノエタノール塩酸塩 2-3-13-4
５８ 2-ジイソプロピルアミノエタノール 2-3-13-5
５９ 2-ジイソプロピルアミノエタノール塩酸塩 2-3-13-6
６０ 2-プロピル=メチルアミノエタノール 2-3-13-7
６１ 2-プロピル=エチルアミノエタノール 2-3-13-8
６２ 2-イソプロピル=メチルアミノエタノール 2-3-13-9
６３ 2-イソプロピル=エチルアミノエタノール 2-3-13-10
６４ 2-イソプロピル=プロピルアミノエタノール 2-3-13-11

６５

N･N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が
3以下であるものに限る。 2－ジイソプロピルアミノエタンチオール
を含む。）及びそのプロトン化塩類（2－ジイソプロピルアミノエタン
チオール塩酸塩を含む。）

※ 2-3-14-1

６６ 2-ジメチルアミノエタンチオール 2-3-14-2
６７ 2-ジメチルアミノエタンチオール塩酸塩 2-3-14-3
６８ 2-ジエチルアミノエタンチオール 2-3-14-4
６９ 2-ジエチルアミノエタンチオール塩酸塩 2-3-14-5
７０ 2-ジプロピルアミノエタンチオール 2-3-14-6
７１ 2-ジイソプロピルアミノエタンチオール 2-3-14-7
７２ 2-ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩 2-3-14-8
７３ 2-エチル=メチルアミノエタンチオール 2-3-14-9
７４ 2-イソプロピル=メチルアミノエタンチオール 2-3-14-10
７５ 2-エチル=イソプロピルアミノエタンチオール 2-3-14-11
７６ 2-イソプロピル=プロピルアミノエタンチオール 2-3-14-12
７７ ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド ― ― ヨ ＞1０％ 2-3-15
７８ 3･3-ジメチルブタン-2-オール ― ― タ ＞1０％ 2-3-16
７９ 塩化ホスホリル ― ― レ ＞３０％ 2-3-17
８０ 三塩化リン ― ― ソ ＞３０％ 2-3-18
８１ 五塩化リン ― ― ツ ＞３０％ 2-3-19
８２ 亜リン酸トリメチル ― ― ネ ＞３０％ 2-3-20
８３ 亜リン酸トリエチル ― ― ナ ＞３０％ 2-3-21
８４ 亜リン酸ジメチル ― ― ラ ＞３０％ 2-3-22
８５ 亜リン酸ジエチル ― ― ム ＞３０％ 2-3-23
８６ 一塩化硫黄 ― ― ウ ＞３０％ 2-3-24
８７ 二塩化硫黄 ― ― ヰ ＞３０％ 2-3-25
８８ 塩化チオニル ― ― ノ ＞３０％ 2-3-26
８９ エチルジエタノ－ルアミン ― ― オ ＞３０％ 2-3-27
９０ メチルジエタノールアミン ― ― ク ＞３０％ 2-3-28
９１ トリエタノールアミン ― ― ヤ ＞３０％ 2-3-29

「なし」：含有率による規制除外規定はない（少しでも左欄に示す物質を含むと規制の対象となる）。
＞1０％：「重量比で1０％を超える」を意味する。
＞３０％：「重量比で３０％を超える」を意味する。

※ 物質群の総称名

注）２．６に掲載した「化学品混合物への１０％規定の適用について」で「貨物の価額の１０％を超えない場合」が挙げられているが、本ガイダン
スの対象貨物については、従来通り重量比による濃度で該非が決まるので、混同しないように注意が必要である。

― ― カ ＞1０％

― ― ワ ＞1０％

No. 化学製剤名

輸出令別表第１の項番（上段）、貨物等省令条番号（下段）
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シート
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３項(1)

第2条第１項三号

－  141  －




